
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

区の最高指針であり、都市づくりビジョンの上位計画である豊島区基本構想は、「理念」と「まちづくりの方

向性」で構成されています。 

「理念」では、まちづくりの基本的な考え方と行動指針を「誰もがいつでも主役」「みんながつながる」「出会

いと笑顔が咲きほこる、憧れのまち」の３つにまとめ、「まちづくりの方向性」では、地域特性等を踏まえた方

向性を７つの分野で示しています。 

この「理念」と「まちづくりの方向性」を踏まえ、都市づくりビジョンが見据える 10 年先までの都市づくり

を支える基本理念を『次世代が誇れる地域特性を生かした文化と魅力ある都市づくり ～誰もが居心地の良い歩

きたくなるまちの実現～』とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

これからの都市づくりを貫く基本姿勢として、政策連携を軸に多様な主体との協働により実現する都市づくり

の目標を「安全安心で快適に暮らせる生活空間の実現」、「地域の個性ある文化と回遊性、移動性向上によるにぎ

わいと活力の創出」、「美しいみどりと良好な景観に包まれた人に優しい都市空間の形成」とします。 

目標の設定にあたっては、あらゆる都市活動を支える安全・安心を都市が備えるべき最も基本的な機能としま

した。 

この安全・安心の上に、人と都市に潤いや安らぎ、誇りをもたらす美しいみどりや景観、これまで引き継がれ

てきた歴史や新たな文化の創造など、都市の魅力を高める目標を積み上げながら、ジェンダー平等など SDGs22

の考え方も踏まえ、国内外の人々から選ばれる持続可能な都市づくりを展開します。 

そして、人が主役の誰もが居心地の良い歩きたくなるまちの実現を目指し、まち全体を歩いて楽しめる歩行者

ネットワークの整備や多様な交通施策の連動などにより、歩行者優先のまちづくりに取組んでいきます。 

また、新型コロナ危機を契機として生じた、テレワークやデジタル化の進展などの経済・社会への影響だけで

なく、人々の生活等への意識の変化にも対応した都市づくりを推進していきます。 
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都市づくりの目標を実現するため、区民、民間事業者、ＮＰＯ、行政などが手を携えて取り組む７つの戦略

（都市づくり方針）を示します。７つの戦略が相互に連携して目標の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

都市づくりの目標を実現する豊島区の都市の骨格について、「拠点（集める）」 「軸（つなぐ）」、「面・ゾーン

（拡げる）」によって示します。 

 

 

○巨大ターミナルである池袋駅をはじめ、区内のほぼ全域で徒歩圏内に鉄道駅が立地するなど公共交通網が充実

しています。 

○池袋駅周辺地域は、発達した公共交通ネットワーク等を通じて、他の拠点地区などと相互に連携しながら、東

京の中心的な役割を担うとともに、東京都西部及び埼玉県方面へ広がる後背圏の生活や交流を支える多様な都

市機能が集積する拠点となっています。 

○広域道路網は、放射線・環状線の整備が進み、様々な地域との交通を支えています。 

○広範に連担する市街地の一角を担う高密度な都市として、商業業務地と住宅地が近接する市街地の特性を持っ

ています。 

 

 

○本格的な人口減少、少子・超高齢社会に対応して、高齢者、障害者、子ども、妊娠している人、外国人などを含

む誰もが充実した機能集積によるメリットを享受できる都市づくりに取り組みます。 

○切迫する首都直下地震などに対して、ライフラインを含め、人々の生命と財産を守る高度な防災機能を備えた、

災害に強い都市づくりを推進します。 

○鉄道駅周辺を魅力ある拠点とするとともに、住宅地においても商店街などと連携して日常生活を支える都市機

能を確保し、利便性の高さと落ち着きある居住空間が両立した生活環境を形成します。 

○ヒートアイランド現象を緩和していくため、エネルギー効率が高く、都市活動における環境負荷の少ない脱炭

素型都市への転換を図ります。 

〇際立った個性を有する地域において、地域の人々とともに、そのポテンシャルを最大限発揮させ、にぎわいを

生み出し、ライフスタイルを支える様々な機能を地域特性に応じて集積させるなど、それぞれの個性に着目し

た拠点づくりや地域づくりを推進します。 

○池袋駅及び東池袋駅周辺では、相互に連携して、首都機能の一翼を担う商業、業務、芸術、文化、交流、娯楽、

情報発信、観光、住宅、宿泊、教育など多様な都市機能の高度な集積により、国内外の多様な人を呼び込み、に

ぎわいと活力が生み出される拠点を形成します。 

【交流拠点】 

〇駒込駅周辺では、ソメイヨシノ発祥の地の魅力を発信するとともに、旧古河庭園や六義園が文化財として保全

されるだけでなく、ユニークベニューとしての活用や、周辺の庭園、公園、文化財との連携などを図り、教育・

交流の場が周辺のまちと調和した「交流（活力とにぎわいの）拠点」として位置づけます。あわせて、生活拠点

23としての役割を担います。 

 

 

 



 

〇巣鴨駅周辺では、多くの文化人、芸術家が眠る染井霊園の歴史的資源や中山道の街道筋に開けた個性的な商店

街の雰囲気を保全し、安全性が高く、魅力ある「交流（活力とにぎわいの）拠点」として位置づけます。あわせ

て、生活拠点としての役割を担います。 

〇大塚駅周辺では、交通広場の再編整備により、歩行経路の拡大と交通結節機能を高め、東京さくらトラム（都

電荒川線）などの地域資源を生かしたまちづくりを推進し、商業・業務、文化・交流、生活支援など多様な都市

機能を集積するとともに、池袋・東池袋と連携し観劇後の余韻を安全安心に楽しめる場の創出を図る、「交流（活

力とにぎわいの）拠点」として位置づけます。あわせて、生活拠点としての役割を担います。 

〇目白駅周辺では、商業、業務、文化、交流、情報発信などの都市機能の集積により、区内外から人々が訪れる

「交流拠点」として位置づけます。あわせて、生活拠点としての役割を担います。 

〇東長崎駅周辺では、都市開発諸制度等を活用し、街区再編、土地の有効利用による木密地域の解消をはじめ、

駅前の公共施設整備、都市計画道路から駅までのアプローチ動線の確保、高経年マンションの機能更新、既存

商店街の再生など、地域の課題を解決するとともに、マンガ文化などの地域資源を生かし、商業、文化、交流、

医療、福祉、子育てなどの都市機能の集積を図る「交流拠点」として位置づけます。あわせて、生活拠点として

の役割を担います。 

【生活拠点】 

○私鉄及び地下鉄駅周辺では、日常生活を支える商業、医療、福祉、子育て、教育などの都市機能の集積により、

地域の人々が活発に交流し、にぎわう「生活拠点」として位置づけます。 

【都市骨格軸】 

○都市の骨格を構成する幹線道路は、道路ネットワークの形成にとどまらず、防災、みどり、景観、環境、にぎわ

いなど様々な機能を担う「都市骨格軸」として位置づけます。 

【東西都市軸】 

〇補助 77 号線（グリーン大通り）とアゼリア通り・補助 78 号線は、にぎわいと交流の舞台となり、四季を彩る

みどり豊かで美しい街並みを形成する「東西都市軸」として位置づけます。 

〇人々の移動を担う公共交通網を「広域・拠点連携軸」として位置づけ、池袋駅周辺地域や交流拠点と他の拠点

地区などを結び、広域的な機能連携や交流を支える軸とします。 

○また、区内の拠点間を鉄道等の公共交通網によって結び、多様な都市活動を支える軸とします。 

〇概ね首都高速中央環状線（環状６号線・山手通り）の東側は、商業、業務、文化、産業、都心居住などの都市機

能が集積し、利便性が高く、職住が近接した「都市活力創出ゾーン」とします。生活拠点や都市環境保全ゾー

ンに隣接する地域では、それぞれの地域の歴史や特性等を踏まえ、安全性の高い住環境へ配慮します。 

○このうち、池袋駅及び東池袋駅周辺は、首都機能の一翼を担う商業、業務、文化、交流、情報発信など多彩な機

能が高度に集積する「池袋駅周辺地域再生ゾーン」とします。 

○西側の区域は、みどり豊かな潤いと安全性の高い住環境を形成する「都市環境保全ゾーン」とします。 

 

 

○多様な主体が集まりイノベーションを生み出す交流機能、文化やまちのにぎわいを演出する発信機能、誰もが

自由に休憩できる滞留機能など、まちの快適性が向上する機能を備えた都市空間を公民連携で創出します。 

〇施設整備などハード面の事業を進める際は、防災や観光、子育て、福祉、ＤＸなどのソフト面の取組と行政分

野の枠組みを超えて連携することで、住む人や訪れる人の視点に立った安全で利便性の高い都市づくりを推進

します。 

 



 

〇歴史や文化といった地域特性や、施設等の資源、良好な景観、地域固有の課題などを踏まえながら、個性と魅

力があふれる特色ある地域を創出します。 

〇道路の景観舗装化やバリアフリー化、四季の彩りを感じる植栽の配置等により、各地域をつなぐ快適な歩行者

ネットワークを整備します。 

○民間建物の低層階ににぎわう施設を誘導するなど、歩行者のさらなる利便性や快適性などの向上を図ります。

また、まちづくりと連動して、副都心線東池袋新駅の設置に向けて関係機関と協議します。 

〇交通弱者も快適に移動できるよう、公共交通を利用しづらいエリアの解消に向けて新たなモビリティの導入も

含めて検討し、区全体の地域公共交通のあり方について計画を策定します。また、既存公共交通の維持確保を

図るとともに、誰もが公共交通を利用しやすい環境の整備を推進し、まちの価値や魅力を一層高めます。 

                                          

 

○池袋駅周辺地域では、地区計画や駐車場地域ルールを活用した民間都市再生事業などを通じて、様々な都市機

能の集積とともに、歩行者ネットワークの強化や使いやすい多様な空間整備を促進し、人・アート・カルチャ

ーが交差する滞留・発信拠点の創出を誘導します。さらに、防災性の強化や潤い豊かなみどりを増やし、池袋

の魅力や価値を向上させます。 

〇池袋駅では、東西を繋ぐ自由通路（デッキ等）整備、再開発事業を通じた駅からまちへ人を誘う、駅まち結節

空間や交通結節機能を充実させ、利便性や回遊性の向上を図るとともに、災害対応力の強化を促します。また、

環状５の１号線開通を見据えた東口駅前広場の再編（クルドサック化）の検討、再開発事業による西口駅前広

場の再整備・歩行者空間の拡充を推進し、駅全体を安全・安心で人が主役のウォーカブルなまちの中心として

再生させます。 

 

〇池袋駅周辺のオープンスペースにキッチンカーやストリートファニチャーなどを設置し、居心地の良い都市空

間を創出するなど、地域の価値を高めるエリアマネジメント 24の主体的な活動を支援します。 

〇地域主体・民間主導で池袋のまちを育て、価値を共有していくための協働・連絡体制である「池袋エリアプラ

ットフォーム」の取組を支援し、まちづくりに興味・関心のある多様な主体と連携を図りながら、池袋駅周辺

地域のさらなる成長と価値の向上を目指します。 



 

平成 26 （2014）年８月に施行された「都市再生特別措置法 25等の一部を改正する法律」により創設された立地

適正化計画 26については、国や東京都、近隣区などの動向を踏まえながら、全庁的な検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

豊島区は、池袋駅周辺地域を中心としたにぎわいがある一方で、閑静で落ち着いた住宅地もあり、多様で複

合的な土地利用を特徴としています。現状の土地利用は、池袋駅周辺地域と鉄道駅を中心にした「商業業務地」、

商業業務地の周囲や幹線道路沿道などにおいて商業業務機能等と居住機能が複合する「複合用途地」、区内の過

半を占める「住宅地」に分類することができます。 

このうち、住宅地は区の南部や環状６号線（山手通り）の西部を中心とした比較的戸建住宅が多い地域、北

東部を中心に広がる木造賃貸住宅など集合住宅が多い地域に分けることができます。 

令和 3（2021）年の道路面積を除いた土地利用面積の内訳は、商業業務系 16％、公共用地系 13%、住宅系

55％、その他公園広場等 14％となっています。 

 

 
  

○都市づくりの目標の実現に向けて、都市の骨格である拠点と軸を形成するとともに、地域特性に応じた適切

な土地利用が必要です。 

○本格的な人口減少、少子・超高齢社会を見据え、鉄道駅周辺を中心に誰もが都市機能の集積によるメリット

を享受できる利便性の高い、人と環境に優しい都市空間の形成が必要です。 

○池袋駅周辺地域では、首都機能の一翼を担う多彩な都市機能の高度な集積により、にぎわいと活力を強化す

る複合的な土地利用が必要です。 

○歴史と文化、みどりの潤いと落ち着いた雰囲気の中で、安全・安心で快適に暮らし続けられる住環境の形成

と保全が必要です。 

○木造住宅密集地域では、早期に安全性を高めるため、災害に強い都市づくりの推進が必要です。 

 

立地条件や集積する都市機能などを踏まえ、土地利用区分を９分類し、都市づくりに取り組みます。 

 

○池袋駅、Hareza 池袋、補助 77 号線（グリーン大通り）、補助 171 号線、サンシャインシティ、アゼリ

ア通り及びこれらの周辺では、商業機能を強化するとともに、業務、文化、芸術、交流、娯楽、情報発信

など多様な都市機能が集積・連携した高度な土地利用を図ります。 

   ○特に、池袋駅周辺では、土地の有効利用や防災性の向上、歩行者の安全性の確保、効率的なエネルギー

利用とみどりの確保などを推進するため、大街区化 27などの街区再編に取り組みます。 

〇目白駅周辺では、商業、業務、文化、交流、情報発信などの都市機能の集積により、区内外から人々が訪

れ、交流するととともに、魅力ある都心居住を促進する土地利用を図ります。  

○東長崎駅周辺では、都市開発諸制度 28 等を活用し、街区再編、土地の有効利用による木密地域の解消を

はじめ、駅前の公共施設整備、都市計画道路から駅までのアプローチ動線の確保、高経年マンションの

機能更新、既存商店街の再生など、地域の課題を解決するとともに、マンガ文化などの地域資源を生か

し、商業、文化、交流、医療、福祉、子育てなどの都市機能の集積により、魅力ある都心居住を促進する

土地利用を図ります。 

 



 

〇駒込駅周辺では、ソメイヨシノ発祥の地の魅力を発信するとともに、旧古賀庭園や六義園が文化財とし

て保全されるだけでなく、ユニークベニューとしての活用や、魅力ある都心居住を促進する土地利用を

図ります。 

〇巣鴨駅周辺では、多くの文化人、芸術家が眠る染井霊園の歴史的資源や中山道の街道筋に開けた個性的

な商店街の雰囲気を保全し、安全性が高く、魅力ある都心居住を促進する土地利用を図ります。 

〇大塚駅周辺では、交通広場の再編整備により、歩行経路拡大と交通結節機能を高め、東京さくらトラム

（都電荒川線）や三業通りなどの地域資源を生かしたまちづくりを推進し、商業・業務、文化・交流、生

活支援など多様な都市機能を集積するとともに、池袋駅周辺地域と連携し観劇後の余韻を安全安心に楽

しめる場の創出を図り、魅力ある都心居住を促進する土地利用を図ります。 

○私鉄及び地下鉄駅周辺では、区民の身近な暮らしを支える商業、医療、福祉、子育て、教育など都市機

能の集積により、地域の人々の交流を支える土地利用を図ります。 

○東池袋駅周辺では、池袋駅周辺商業業務地と連携して商業、業務、文化、芸術、交流、娯楽、情報発信な

ど、多様な都市機能が集積した高度な土地利用を図ります。 

○商業業務地周辺や補助幹線道路沿道などでは、居住、商業、業務機能が複合した、暮らしやすく、にぎ

わいのある土地利用を図ります。 

○特に、商業業務地周辺では、鉄道駅や商業、業務、文化機能などと近接した魅力ある都心居住を促進し、

利便性の高い安全・安心な住環境を形成します。 

○都市骨格軸である幹線道路沿道では、沿道の立地を生かした商業、業務、流通機能などと居住機能が調

和した複合的な土地利用を図ります。 

○このうち、新大塚駅、雑司が谷駅及び落合南長崎駅などの周辺では、生活拠点を担う都市機能の集積を

図ります。 

○居住、商業、業務機能と工場、作業所、倉庫などの産業機能が調和する複合的な土地利用を図ります。 

○工場跡地からマンション等への土地利用転換においては、周辺工場の操業環境と良好な住環境の形成と

のバランスが図られるよう誘導します。 

 

○小売店などをはじめとする生活支援機能と住環境が調和した土地利用を図ります。 

○都市計画道路が整備される沿道では、周辺の住環境と調和した安全性が高く、にぎわいのある土地利用

を図ります。 

○戸建住宅や集合住宅など質の高い多様な住宅が立地し、居住機能を中心とした暮らしやすく、安全で良

好な住環境を形成します。 

○木造住宅密集地域では、建築物の不燃化・耐震化や共同・協調建替えの促進、狭あい道路の整備などに

より住環境の改善を進めます。 

○戸建住宅及び低層集合住宅を中心として、みどり豊かで落ち着きのある街並みを維持・保全し、ゆとり

と潤いが感じられる安全な住環境を形成します。 



 

○用途地域等は、都市づくりビジョンを踏まえ、都市計画道路の整備や都市計画事業の実施などの土地利用転

換にあわせて適切に見直します。 

○地域特性に応じた土地利用の規制・誘導を図るため、都市計画手法や都市開発諸制度などを活用します。 

○特定整備路線 13 沿道では、地区計画の策定、防火地域及び最低限高度地区の指定、特定防災街区整備地区 29

の指定などにより市街地環境の変化に対応し、道路整備とあわせた延焼遮断帯 30としての機能を推進します。 

○不燃化推進特定整備地区 31（以下、「不燃化特区」という。）では、地区計画や東京都建築安全条例に基づく

「新たな防火規制 32」の指定により、建築物の不燃化を促進します。 

 

○建築物による日照や景観、圧迫感など住環境への悪影響を防ぐため、必要に応じて、地域特性を踏まえた建

築物の高さについて検討します。 

○狭小敷地の発生や細分化による貴重なみどりの喪失などを防止し、良好な住環境を維持・保全するため、必

要に応じて、敷地規模について検討します。 

 

○国や東京都、民間の大規模施設などにおいて、土地利用転換が想定される場合には、都市づくりビジョンを

踏まえた転換が図られるよう適切に誘導します。 

○区は大規模な土地利用転換や施設整備などにあたっては、周辺地域のまちづくりとの連携を考慮しながら計

画を策定します。 



 


